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【手続補正書】
【提出日】平成20年2月7日(2008.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　病院に設置した医用装置をメンテナンスするためのメンテナンスシス
テムで用いられ、コンピュータに各種機能を実行させるための医用装置メンテナンス用プ
ログラムであって、
　前記医用装置の状態データを収集するデータ収集機能と、
　前記データ収集機能によって収集した状態データから前記医用装置に異常が生じている
か否かを判断する異常状態判断機能と、
　前記異常状態判断機能によって異常と判断したときに携帯電話機を利用してサービスセ
ンタに異常状態に関する通知を送信する異常状態通知機能と、
　を実行させるための医用装置メンテナンス用プログラム。
　　【請求項２】　前記データ収集機能によって収集する状態データは、前記医用装置を
試運転する際の日常動作確認項目に関するデータ、若しくは、前記医用装置の特定機器の
状態に関するデータ、又は、前記医用装置が設置された周辺の環境状態に関するデータで
あることを特徴とする請求項１に記載の医用装置用プログラム。
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　　【請求項３】　前記異常判断機能による判断は、前記日常動作確認項目に関するデー
タが予め定められている規格値の範囲内にあるか否かによって異常か否かを判断すること
、若しくは、前記日常動作確認項目に関するデータと前日の日常動作確認項目に関するデ
ータと比較することによって異常か否かを判断すること、又は、前記日常動作動作項目に
関するデータの一定期間の変動率に基づいて異常か否かを判断することであることを特徴
とする請求項１に記載の医用装置メンテナンス用プログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　　【課題を解決するための手段】
　本発明のうち請求項１に記載された発明は、病院に設置した医用装置をメンテナンスす
るためのメンテナンスシステムで用いられ、コンピュータに各種機能を実行させるための
医用装置メンテナンス用プログラムであって、前記医用装置の状態データを収集するデー
タ収集機能と、前記データ収集機能によって収集した状態データから前記医用装置に異常
が生じているか否かを判断する異常状態判断機能と、前記異常状態判断機能によって異常
と判断したときに携帯電話機を利用してサービスセンタに異常状態に関する通知を送信す
る異常状態通知機能と、を実行させるための医用装置メンテナンス用プログラムである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　病院（Ａ）では、複数の医用装置（Ａ１，Ａ２，…Ａｎ）がそれぞれハブ（Ｈｕｂ）２
ａを介してＳｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ（以下、「ＳＰ」という。）３ａと接続
されている。このＳＰ３ａは、接続ケーブル４ａを介して簡易型携帯電話機（ＰＨＳ（Ｐ
ｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）電話機）と接続されている。
ここで、ＰＨＳ電話機には、ディジタルコードレス電話機（親機、子機）を含む。また、
送信バースト出力が８０ミリワット（平均出力１０ミリワット）以下のものをいう。この
ＰＨＳ電話機５ａにより、最寄の基地局（ここでは、基地局６ａ）を介してＰＨＳ電話網
６及びＩＳＤＮ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）電話網と接続可能となっている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　　【発明の効果】
　以上説明したように、本発明の医用装置メンテナンス用プログラムをコンピュータで実
行させれば、病院側から携帯電話機を利用してサービスセンタに医用装置の異常を通知す
ることができるため、医用装置の部品の発注をできるだけ早くし、又は、部品の発注が不
要な場合でも、できるだけ早く医用装置の異常を修復することができる。特に、携帯電話
機によるデータ通信を利用して、異常状態を知らせることができるため、病院で電話回線
の配線工事を行うよりも、迅速かつ安価に通信ネットワークを構築することができる。
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